
2021年12月21日

（単位：百万円）（単位：百万円）

科　　　　　　目 金      額 科　　　　　　目 金      額

（資　  産　  の　  部） （負　　債　  の　  部）

現 金 預 け 金 635,286 預 金 3,706,131

コ ー ル ロ ー ン 706 譲 渡 性 預 金 74,302

商 品 有 価 証 券 920 借 用 金 253,400

有 価 証 券 820,453 外 国 為 替 10

貸 出 金 2,779,407 そ の 他 負 債 26,616

外 国 為 替 10,371 リ ー ス 債 務 1,792

そ の 他 資 産 39,201 資 産 除 去 債 務 255

そ の 他 の 資 産 39,201 そ の 他 の 負 債 24,567

有 形 固 定 資 産 31,284 賞 与 引 当 金 1,115

無 形 固 定 資 産 11,491 株 式 給 付 引 当 金 143

前 払 年 金 費 用 4,547 睡眠預金払戻損失引当金 274

支 払 承 諾 見 返 13,908 偶 発 損 失 引 当 金 568

貸 倒 引 当 金 △24,313 繰 延 税 金 負 債 3,176

再評価に係る繰延税金負債 2,168

支 払 承 諾 13,908

負 債 の 部 合 計 4,081,815

（純   資   産   の   部）

資 本 金 37,461

資 本 剰 余 金 58,114

資 本 準 備 金 15,000

そ の 他 資 本 剰 余 金 43,114

利 益 剰 余 金 114,924

利 益 準 備 金 3,228

そ の 他 利 益 剰 余 金 111,695

固定資産圧縮積立金 35

別 途 積 立 金 71,604

繰 越 利 益 剰 余 金 40,055

株 主 資 本 合 計 210,499

その他有価証券評価差額金 28,436

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △33

土 地 再 評 価 差 額 金 2,547

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 30,951

純 資 産 の 部 合 計 241,450

資 産 の 部 合 計 4,323,266 負債及び純資産の部合計 4,323,266

　　　中間貸借対照表（２０２１年９月３０日現在）

　　　　　　三重県四日市市西新地７番８号
　　　　　　株式会社　三　十　三　銀　行
　　　　　　取締役頭取　渡　辺　三　憲

　第１期　中 間 決 算 公 告



中間損益計算書

                                                                                                                                                                                                                                                                       （単位：百万円）

科             目 金             額

27,338

資 金 運 用 収 益 18,420

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） （ 13,036 )

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） （ 5,045 )

役 務 取 引 等 収 益 6,122

そ の 他 業 務 収 益 1,317

そ の 他 経 常 収 益 1,477

22,969

資 金 調 達 費 用 212

（ う ち 預 金 利 息 ） （ 198 ）

役 務 取 引 等 費 用 1,934

そ の 他 業 務 費 用 3

営 業 経 費 20,317

そ の 他 経 常 費 用 501

4,369

1

226

4,144

127

△1,499

△1,371

5,515

経 常 利 益

特 別 損 失

税 引 前 中 間 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

２０２１年４月　１日から
２０２１年９月３０日まで

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

中 間 純 利 益

経 常 収 益

経 常 費 用

特 別 利 益



個 別 注 記 表 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子

法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は移動平均

法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、１９９８年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並

びに２０１６年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用し、年間減価

償却費見積額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

       建  物     ３年 ～ ５０年 

      そ の 他     ３年 ～ ２０年 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内

における利用可能期間（主として５年～１０年）に基づいて償却しております。 

 （３）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐

用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。 

５．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施し、判定した債務者区分と債権分類に応

じて、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

   「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公

認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 ２０２０年１０月８日）に規定する正常先債権及び要

注意先債権に相当する債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額

を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去

の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権

については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のう

ち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債

権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 

     また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権を有する債務者等で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、

債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権に

ついては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価

額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。 

     すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店及び審査部門が資産査定を実施し、当該部

署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

 

 



（２）賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当

中間期に帰属する額を計上しております。 

（３）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付

債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間期末までの期間に帰属させる方法については給付算定式

基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであり

ます。 

    過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による定額法に 

より損益処理 

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）に

よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から損益処理 

（４）株式給付引当金 

株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締

役を除く。）及び執行役員への株式会社三十三フィナンシャルグループ普通株式の給付等に備えるため、

当中間期末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 

（５）睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失

に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。 

（６）偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払いに備え

るため、将来の負担金支払見込額を計上しております。 

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建の資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

７．ヘッジ会計の方法 

（１）金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基

準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第２４号  
２０２０年１０月８日。以下「業種別委員会実務指針第２４号」という。）に規定する繰延ヘッジによっ

ております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象と

なる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングの

うえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。 

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

（２）為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨

建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第

２５号 ２０２０年１０月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法に

ついては、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替ス

ワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポ

ジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

８．重要な収益及び費用の計上基準 

  「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第２９号 ２０２０年３月３１日)等を適用しており、約

束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ

る金額で収益を認識しております。 

 

 



会計方針の変更 

(収益認識に関する会計基準等の適用) 

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第２９号 ２０２０年３月３１日。以下、「収益認識会計基

準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時

点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第８４項ただし書きに定める経過的な取扱い

に従っておりますが、これによる中間財務諸表に与える影響はありません。 

 

(時価の算定に関する会計基準等の適用) 

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第３０号 ２０１９年７月４日。以下、「時価算定会計基

準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第１９項及び「金融商品に関する

会計基準」(企業会計基準第１０号 ２０１９年７月４日)第４４-２項に定める経過的な取扱いに従って、

時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによ

る中間財務諸表に与える影響はありません。 

 

追加情報 

(退職給付制度の一部改定) 

当行は、２０２１年５月１日付で合併に伴う制度統一の一環として、株式会社三重銀行の退職一時金制

度を確定拠出年金制度へ移行しており、移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関す

る会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 ２０１６年１２月１６日）及び「退職給付制度間の移行等の

会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号 ２００７年２月７日）を適用し、確定拠出年金

制度へ移行する部分について退職給付制度一部終了の処理を行いました。 

これにより、当中間会計期間において、５６百万円の特別損失を計上しております。 

 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資金総額   ８，６８６百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は２，７９６百万円、延滞債権額は５９，０４３百万円であります。 

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元

本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行

った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（１９６５年政令第

９７号）第９６条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸

出金であります。 

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図

ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は６８９百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している

貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５，７０１百万円であります。 

  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、

延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は６８，２３１百

万円であります。 

なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別委員会実務指針第２４号に基づき金融取引として処理しております。これにより受

け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有しており

ますが、その額面金額は５，４３６百万円であります。 



７．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本公認

会計士協会会計制度委員会報告第３号 ２０１４年１１月２８日）に基づいて、原債務者に対する貸出金

として会計処理した参加元本金額のうち、中間貸借対照表計上額は、１０，５３７百万円であります。 

８．担保に供している資産は次のとおりであります。 

 担保に供している資産 

有価証券 ２７１，８０４ 百万円 

 担保資産に対応する債務 

預金 １４，４５６ 百万円 

借用金 ２５３，４００ 百万円 

 上記のほか、為替決済及び公金事務取扱等の取引の担保として、有価証券７，０８１百万円及びその他

の資産４４７百万円を差し入れております。 

 子会社、子法人等及び関連法人等の借入金等の担保として、差し入れている有価証券はありません。 

 また、その他の資産には、金融商品等差入担保金３，８３５百万円、中央清算機関差入証拠金 

１５，０００百万円及び敷金・保証金１，２０１百万円が含まれております。 

９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場

合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する

契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、６０７，８０３百万円であります。このうち原

契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが５０５，３８９百万円あります。 

  なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが

必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、

金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒

絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要

に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき

顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

10．土地の再評価に関する法律（１９９８年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として

負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日 

１９９９年３月３１日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（１９９８年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４号に定め

る地価税法に基づいて、奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等、合理的な調整を行って

算出。 

11．有形固定資産の減価償却累計額     ３８，４６４百万円 

12. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当

行の保証債務の額は３４，０６１百万円であります。 

13．銀行法施行規則第１９号の２第１項第３号ロ（１０）に規定する単体自己資本比率（国内基準）は 

８．６６％であります。 

 

（中間損益計算書関係） 

１．「その他経常収益」には、株式等売却益１，１１４百万円を含んでおります。 

２．「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額２６２百万円及び株式等売却損１０２百万円を含んでおり 

ます。 

 

 

 

 

 

 



（有価証券関係） 

１． 満期保有目的の債券（２０２１年９月３０日現在） 

種 類 
中間貸借対照表 

計上額（百万円） 

時 価 

（百万円） 

差 額 

（百万円） 

時価が中間貸借対

照表計上額を超え

るもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

 外国債券 － － － 

 その他 － － － 

小 計 － － － 

時価が中間貸借対照

表計上額を超えない 

もの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 － － － 

その他 ５，０００ ４，９６０ △   ３９ 

 外国債券 ５，０００ ４，９６０ △   ３９ 

その他 － － － 

小 計 ５，０００ ４，９６０ △   ３９ 

合  計 ５，０００ ４，９６０ △   ３９ 

 

２．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（２０２１年９月３０日現在） 

該当ございません。 

(注）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

子会社・子法人等株式  ６，７７８  

 組合出資金 １，９０８  

合 計    ８，６８６  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．その他有価証券（２０２１年９月３０日現在） 

種 類 

中間貸借対照

表計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差 額 

（百万円） 

中間貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

株式 ５２，７７８ ２０，６４１ ３２，１３６ 

債券 ３４８，８７７ ３４４，７９１ ４，０８６ 

 国債 ９８，０３３ ９６，０１６ ２，０１６ 

 地方債 １４２，０７７ １４１，４０４ ６７３ 

 短期社債 － － － 

 社債 １０８，７６６ １０７，３７０ １，３９５ 

その他 １５６，６８０ １４８，４９９ ８，１８０ 

 外国債券 ９５，７５１ ９２，０１２ ３，７３９ 

 その他 ６０，９２８ ５６，４８７ ４，４４１ 

小 計 ５５８，３３５ ５１３，９３２ ４４，４０３ 

中間貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

株式 １，７６８ １，９８９ △   ２２０   

債券 １１６，８７０ １１７，５４６ △   ６７６   

 国債 ５８，９２８ ５９，２９１ △   ３６３ 

 地方債 １９，６３７ １９，６８０ △    ４２   

 短期社債 － － － 

 社債 ３８，３０４ ３８，５７５ △   ２７０  

その他 １２２，３９４ １２６，５５５ △ ４，１６０ 

 外国債券 ４８，９０１ ４９，７４５ △   ８４３   

 その他 ７３，４９３ ７６，８０９ △ ３，３１６   

小 計 ２４１，０３４ ２４６，０９１ △ ５，０５７  

合  計 ７９９，３６９ ７６０，０２３ ３９，３４６  

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の中間貸借対照表計上額 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 ２，３８０ 

非上場外国証券 ８ 

組合出資金 ５，００７ 

合 計  ７，３９６ 

 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第３１号  

２０１９年７月４日）第２７項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

（金銭の信託関係） 

 該当ございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

  繰延税金資産 

   貸倒引当金                    ６，７０６百万円 

有価証券減損処理                 １，６０３ 

減価償却                       ６７８ 

減損損失                       ６５８ 

賞与引当金                      ３３６ 

その他                      １，５３２ 

  繰延税金資産小計                 １１，５１７ 

  評価性引当額                 △  ３，０８０ 

  繰延税金資産合計                  ８，４３７ 

  繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金          △ １１，１１７ 

前払年金費用                △    ４４８ 

その他                   △     ４６ 

   繰延税金負債合計               △ １１，６１３ 

   繰延税金負債の純額              △  ３，１７６百万円 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額          １１，６３９円 ５９銭 

１株当たりの中間純利益金額                 ２９４円 ３０銭 

 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額    １１５円 ６０銭 

 

 



（単位：百万円）

科　　　目 金      額 科　　　目 金      額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

現 金 預 け 金 635,325          預 金 3,691,305        

コールローン及び買入手形 706              譲 渡 性 預 金 74,302           

商 品 有 価 証 券 920              借 用 金 281,916          

有 価 証 券 815,068          外 国 為 替 10               

貸 出 金 2,766,820        そ の 他 負 債 36,116           

外 国 為 替 10,371           賞 与 引 当 金 1,190            

そ の 他 資 産 86,656           退 職 給 付 に 係 る 負 債 131              

有 形 固 定 資 産 32,512           役 員 退 職 慰 労 引 当 金 31               

無 形 固 定 資 産 11,620           株 式 給 付 引 当 金 143              

退 職 給 付 に 係 る 資 産 3,983            睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 274              

繰 延 税 金 資 産 772              偶 発 損 失 引 当 金 568              

支 払 承 諾 見 返 13,908           繰 延 税 金 負 債 3,285            

貸 倒 引 当 金 △ 27,405 再 評 価 に 係 る 繰延 税金 負債 2,168            

支 払 承 諾 13,908           

負 債 の 部 合 計 4,105,354        

（純　資　産  の  部）

資 本 金 37,461           

資 本 剰 余 金 60,820           

利 益 剰 余 金 116,217          

株 主 資 本 合 計 214,499          

その他有価証券評価差額金 28,950 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 33 

土 地 再 評 価 差 額 金 2,547            

退 職 給 付 に 係 る調 整累 計額 △ 393 

その他の包括利益累計額合計 31,071 

非 支 配 株 主 持 分 334              

純 資 産 の 部 合 計 245,905          

資 産 の 部 合 計 4,351,260        負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 4,351,260        

中間連結貸借対照表（２０２１年９月３０日現在）

第１期　中 間 決 算 公 告

2021年12月21日

　　　　　　　三重県四日市市西新地７番８号
　　　　　　　株式会社　三　十　三　銀　行
　　　　　　　取締役頭取　渡　辺　三　憲



中間連結損益計算書

　　科　　　　　　目 金 額

経 常 収 益 34,078      

資 金 運 用 収 益 16,374  

( う ち 貸 出 金 利 息 ) ( 13,024  )

( う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ) ( 3,009   )

 役 務 取 引 等 収 益 6,457   

 そ の 他 業 務 収 益 1,317   

 そ の 他 経 常 収 益 9,929   

経 常 費 用 31,841      

資 金 調 達 費 用 274     

( う ち 預 金 利 息 ) ( 197     )

役 務 取 引 等 費 用 1,863   

そ の 他 業 務 費 用 3

営 業 経 費 21,140  

そ の 他 経 常 費 用 8,558   

経 常 利 益 2,237       

特 別 利 益 2

固 定 資 産 処 分 益 2

特 別 損 失 227         

固 定 資 産 処 分 損 86

減 損 損 失 84

退 職 給 付 制 度 改 定 損 56      

2,012       

357

△ 1,684 

△ 1,326 

3,338 

△ 42 

3,381       

２０２１年４月　１日から
２０２１年９月３０日まで

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

中 間 純 利 益

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失

法 人 税 等 合 計

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

 （単位：百万円）



 

 

連 結 注 記 表 

   

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

(１)連結される子会社及び子法人等     １０社 

株式会社三十三総研 

三十三リース株式会社 

三重リース株式会社 

株式会社三十三カード 

第三カードサービス株式会社 

三十三信用保証株式会社 

三重総合信用株式会社 

三十三コンピューターサービス株式会社 

三重銀コンピュータサービス株式会社 

三十三ビジネスサービス株式会社 

(連結の範囲の変更) 

株式会社三十三総研、三十三リース株式会社、株式会社三十三カード、三十三信用保証株式会

社、三重銀コンピュータサービス株式会社は、株式会社三重銀行が株式会社第三銀行と合併し

たことに伴い、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

(連結される子会社及び子法人等の商号変更) 

２０２１年５月１日付で、株式会社三重銀カードは株式会社三十三カードに、三重銀信用保証

株式会社は三十三信用保証株式会社にそれぞれ商号を変更しております。 

(２)非連結の子会社及び子法人等      ５社 

さんぎん農業法人投資事業有限責任組合 

さんぎん成長事業応援投資事業有限責任組合 

第２号さんぎん成長事業応援投資事業有限責任組合 

エヌスリー投資事業有限責任組合 

三十三事業承継１号投資事業有限責任組合 

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）、利

益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、

連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない

程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

(１)持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ございません。 

(２)持分法適用の関連法人等 

該当ございません。 

(３)持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等    ５社 

さんぎん農業法人投資事業有限責任組合 

さんぎん成長事業応援投資事業有限責任組合 

第２号さんぎん成長事業応援投資事業有限責任組合 

エヌスリー投資事業有限責任組合 

三十三事業承継１号投資事業有限責任組合 

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余

金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法

の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除い

ております。 

(４)持分法非適用の関連法人等 

該当ございません。 



３．連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。 

９月末日     １０社 

４．開示対象特別目的会社に関する事項 

該当ございません。 

５．会計方針に関する事項 
(１) 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。 

(２) 有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、そ

の他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格の

ない株式等については移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

 (３) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

(４) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、１９９８年４月１日以後に取得した建物（建物附属

設備を除く）並びに２０１６年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額

法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物   ３年～５０年 

その他   ３年～２０年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主

として定額法により償却しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年～１０年）に基

づいて償却しております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリ

ース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につ

いては、零としております。 

 (５) 貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施し、判定した債務者区分と債

権分類に応じて、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」

（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 ２０２０年１０月８日）に規定する正常

先債権及び要注意先債権に相当する債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後

３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎

とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。破

綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可

能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻

先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見

込額を控除した残額を計上しております。 

また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権を有する債務者等で与信額が一定額以上の大口債務者の

うち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることがで

きる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額

と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上して

おります。 



すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店及び審査所管部署が資産査定を実施し、

当該部署から独立した監査部が査定結果を監査しております。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案

して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額をそれぞれ計上しております。 

(６) 賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のう

ち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。 

(７) 役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の

支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。 

(８) 株式給付引当金の計上基準 

株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行の取締役（監査等委員である取締役及び社外

取締役を除く。）及び執行役員への株式会社三十三フィナンシャルグループ普通株式の給付等に備

えるため、当中間連結会計期間末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 

(９) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について、預金者からの払戻請求に基づく払

戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引き当てております。 

(10) 偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払いに

備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。 

(11) 退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる

方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損

益処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による定額法

により損益処理 

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数

(１０年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年

度から損益処理 

連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に

係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用

しております。 

(12) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建の資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

(13) 重要なヘッジ会計の方法 

① 金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金

融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実

務指針第２４号 ２０２０年１０月８日。以下、「業種別委員会実務指針第２４号」という。）に

規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺す

るヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を

一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フロ

ーを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証によ

り有効性の評価をしております。 

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

 



② 為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建の金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行

業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会

業種別委員会実務指針第２５号 ２０２０年１０月８日）に規定する繰延ヘッジによっておりま

す。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目

的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建

金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによ

りヘッジの有効性を評価しております。 

 (14) 重要な収益及び費用の計上基準 

  「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第２９号 ２０２０年３月３１日)等を適用して 

おり、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受 

け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。 

   また、ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に経常収 

益と経常費用を計上する方法によっております。  
 

会計方針の変更 

(収益認識に関する会計基準等の適用) 

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第２９号 ２０２０年３月３１日。以下、「収益認識会

計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客

に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとい

たしました。これにより、収益の一部について、従来は受取時に一括して収益を認識しておりましたが、

一定の期間にわたり履行義務が充足されるものであるため、経過期間に応じて収益を認識する方法に変

更しております。 

 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第８４項ただし書きに定める経過的な取扱

いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響

額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用して

おります。 

これによる中間連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

 

(時価の算定に関する会計基準等の適用) 

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第３０号 ２０１９年７月４日。以下、「時価算定会

計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第１９項及び「金融

商品に関する会計基準」(企業会計基準第１０号 ２０１９年７月４日)第４４-２項に定める経過的な

取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといた

しました。これによる中間連結財務諸表に与える影響はありません。 
 

 

追加情報 

 (退職給付制度の一部改定) 

当行は、２０２１年５月１日付で合併に伴う制度統一の一環として、株式会社三重銀行の退職一時金

制度を確定拠出年金制度へ移行しており、移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 ２０１６年１２月１６日）及び「退職給付制度間

の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号 ２００７年２月７日）を適用し、

確定拠出年金制度へ移行する部分について退職給付制度一部終了の処理を行いました。 

これにより、当中間連結会計期間において、５６百万円の特別損失を計上しております。 

 

 

 

 

 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

１．関係会社の出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の出資金を除く）  １，９０８百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は２，９８０百万円、延滞債権額は５９，５４３百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ

り元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒

償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令

（１９６５年政令第９７号）第９６条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定

する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は６９０百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延して

いる貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５，７０７百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破

綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は

６８，９２１百万円であります。 

なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別委員会実務指針第２４号に基づき金融取引として処理しております。これによ

り受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は再担保という

方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、５，４３６百万円であります。 

７．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本公

認会計士協会会計制度委員会報告第３号 ２０１４年１１月２８日）に基づいて、原債務者に対する

貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間連結貸借対照表計上額は、１０，５３７百万円

であります。 

８．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券       ２７１，８０４百万円 

その他資産            ０百万円 

担保資産に対応する債務 

預 金         １４，４５６百万円 

借用金        ２５３，４００百万円 

上記のほか、為替決済及び公金事務取扱等の取引の担保として、有価証券７，０８１百万円及びそ

の他資産４４７百万円を差し入れております。 

非連結の子会社及び子法人等並びに関連法人等の借入金等の担保として、差し入れている有価証券

はありません。 

また、その他資産には、金融商品等差入担保金３，８３５百万円、中央清算機関差入証拠金

１５，０００百万円及び敷金・保証金１，２５７百万円が含まれております。 

なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第２４号に基づき金融取引として処理しております

が、これにより引き渡した銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等の額面金額は

ありません。 

９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを

約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、６１４，８５２百万円であります。

このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが５１２，４３８百

万円あります。 



なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与える

ものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由

があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契

約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応

じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき

顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

１０．土地の再評価に関する法律（１９９８年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、当行の事業用 

の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延 

税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部 

に計上しております。 

再評価を行った年月日 

１９９９年３月３１日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（１９９８年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４号

に定める地価税法に基づいて、奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等合理的な調

整を行って算出。 

１１．有形固定資産の減価償却累計額  ３９，６９８百万円 

１２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対す

る保証債務の額は３４，０６１百万円であります。 

１３．銀行法施行規則第１７条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国内基準）は、 

８．７４％であります。 

 

 
(中間連結損益計算書関係) 

１．「その他経常収益」には、株式等売却益１，１１４百万円を含んでおります。 

２．「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額９２１百万円及び株式等売却損１０２百万円を含んで

おります。 
３．中間包括利益 １９，７２２百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(金融商品関係) 

１．金融商品の時価等に関する事項 

２０２１年９月３０日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおり

であります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）

参照）。また、現金預け金、コールローン及び買入手形、外国為替（資産・負債）は、短期間で決済

されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しており、中間連結貸借対照表計上額の

重要性が乏しい科目についても記載を省略しております。 

（単位：百万円） 

 中間連結貸借対照表 

計上額 
時 価 差 額 

（１）有価証券    

    満期保有目的の債券 ５，０００ ４，９６０ △  ３９ 

    その他有価証券 ８００，７４３ ８００，７４３ ― 

（２）貸出金 ２，７６６，８２０   

    貸倒引当金（＊１） △ ２４，３６７   

 ２，７４２，４５３ ２，７５９，６８６ １７，２３３ 

資産計 ３，５４８，１９６ ３，５６５，３９０ １７，１９３ 

（１）預金 ３，６９１，３０５ ３，６９１，３２０ １４ 

（２）譲渡性預金 ７４，３０２ ７４，３０２ ― 

（３）借用金 ２８１，９１６ ２８１，４９６ △ ４２０ 

負債計 ４，０４７，５２４ ４，０４７，１１８ △ ４０６ 

デリバティブ取引（＊２）    

 ヘッジ会計が適用されていないもの ５，５０１ ５，５０１ ― 

 ヘッジ会計が適用されているもの(＊３) (４７) (５０) (３) 

デリバティブ取引計 ５，４５３ ５，４５０ (３) 

（＊１) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊２) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ

取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては、（ ）で表示しております。なお、「ヘッジ会計が適用されているもの」には、金利スワッ

プの特例処理によるものが含まれております。 

（＊３） ヘッジ対象である貸出金の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワップ

であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する

金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第４０号 ２０２０年９月２９日）を適用

しております。 

 

（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商

品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区  分 中間連結貸借対照表計上額 

非上場株式 (＊１)（＊２） ２，４００ 

非上場外国証券(＊１) ８ 

組合出資金（＊３） ６，９１６ 

(＊１) 非上場株式及び非上場外国証券については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第１９号 ２０１９年７月４日）第５項に基づき、時価開示の対象と

はしておりません。 

(＊２) 当中間連結会計期間において、非上場株式について０百万円減損処理を行っております。 

(＊３) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第３１号 ２０１９年７月４日）第２７項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 



２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。 

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。 

 

(１) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券     

その他有価証券     

国債・地方債 １５６，９６１ １６１，７１５ ― ３１８，６７７ 

社債 ― １１０，１０５ ３６，９６５ １４７，０７１ 

株式 ４５，９３２ ９，９８６ ― ５５，９１９ 

その他 (＊) ― １３１，６４７ １３，００５ １４４，６５２ 

デリバティブ取引     

金利関連 ― ６，９０２ ― ６，９０２ 

通貨関連 ― ２，３３７ ３３２ ２，６７０ 

資産計 ２０２，８９４ ４２２，６９６ ５０，３０２ ６７５，８９３ 

デリバティブ取引     

金利関連 ― ２，３７８ ― ２，３７８ 

通貨関連 ― １，５６７ １７２ １，７４０ 

負債計 ― ３，９４６ １７２ ４，１１８ 

(＊) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第３１号 ２０１９年７月

４日)第２６項に定める経過措置を適用した投資信託については、上表には含めておりません。 

中間連結貸借対照表における当該投資信託の金額は１３４，４２１百万円であります。 

 

(２) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券     

満期保有目的の債券     

その他 ― ４，９６０ ― ４，９６０ 

貸出金 ― ― ２，７５９，６８６ ２，７５９，６８６ 

資産計 ― ４，９６０ ２，７５９，６８６ ２，７６４，６４７ 

預金 ― ３，６９１，３２０ ― ３，６９１，３２０ 

譲渡性預金 ― ７４，３０２ ― ７４，３０２ 

借用金 ― ２８１，４９６ ― ２８１，４９６ 

負債計 ― ４，０４７，１１８ ― ４，０４７，１１８ 

 



（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資 産 

有価証券 

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価

に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。 

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類して

おります。主に地方債、社債がこれに含まれます。 

相場価格が入手できない場合には、取引金融機関から提示された価格によっており、主にレベル

２に分類しております。また、重要な観察できないインプットが用いられている場合には、レベル

３の時価に分類しております。 

私募債は、内部格付に基づく区分ごとに、キャッシュ・フローから、信用リスクを控除したもの

を市場金利で割り引くことにより時価を算出する方式にて現在価値を算出しており、レベル３に分

類しております。ただし、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先の私募債等につきましては、貸出金

と同様に、当該債券の帳簿価額から貸倒見積高を控除した金額をもって時価としております。 

 

貸出金 

貸出金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実

行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と

しております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、キ

ャッシュ・フローから、信用リスクを控除したもの（ただし、固定金利によるもののうち、住宅ロ

ーン等の消費者ローンについては、ローンの種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を

同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引く）を市場金利で割り引くことにより時価

を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額を時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フ

ローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、

時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除

した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていない

ものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定

されるため、帳簿価額を時価としております。 

当該時価は、レベル３の時価に分類しております。 

 

負 債 

預金、及び譲渡性預金 

要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなし

ております。また、定期預金については、一定の種類及び期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・

フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。その割引率は、新規に預金を受

け入れる際に使用する利率を基礎として用いております。なお、預入期間が短期間（１年以内）の

ものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

当該時価は、レベル２の時価に分類しております。 

 

借用金 

借用金のうち、約定期間が短期間（１年以内）のもの、又は変動金利によるものは、短期間で市

場金利を反映し、また、当行及び連結される子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないこと

から、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。約

定期間が長期間(１年超）で固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金

の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。 

当該時価は、レベル２の時価に分類しております。 

 



デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の

種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用

して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レー

ト、ボラティリティ等であります。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要で

ない場合はレベル２の時価に分類しており、金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。重

要な観察できないインプットを用いている場合はレベル３の時価に分類しており、通貨スワップ取

引が含まれます。 

 

（注２）時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報 

(１) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報（２０２１年９月３０日） 

区分 評価技法 
重要な観察できない 

インプット 
インプットの範囲 

インプットの 

加重平均 

有価証券     

その他有価証券     

社債 現在価値技法 
倒産確率 ０．０％－１０．１％ ０．９％ 

倒産時の損失率 ０．０％－１００．０％ ７３．６％ 

デリバティブ取引     

通貨関連 
オプション 

評価モデル 
為替ボラティリティ ７．２％ ７．２％ 

 

 

(２) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（２０２１年９月３０日） 

（単位：百万円） 

 期首 

残高 

当期の損益又は 

その他の包括利益 

購入、

売却、

発行及

び決済

の純額 

レベル

３の時

価への

振替 

 

レベル

３の時

価から

の振替 

 

期末 

残高 

当期の損益に計上

した額のうち中間

連結貸借対照表日

において保有する

金融資産及び金融

負債の評価損益 

(＊１) 

損益に

計上 

(＊１) 

その他の

包括利益

に計上 

(＊２) 

有価証券         

その他有価証券         

社債 15,645 ― 9 21,310 ― ― 36,965 ― 

その他 18,294 △1 10 △5,298 ― ― 13,005 ― 

デリバティブ取引         

通貨関連取引 ― 159 ― ― ― ― 159 159 

(＊１) 中間連結損益計算書の「資金運用収益」及び「その他業務収益」に含まれております。 

(＊２) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれて

おります。 

 



(３) 時価の評価プロセスの説明 

当行グループはミドル部門において時価の算定に関する手続を定めております。算定された時価

は、独立した評価部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに

時価のレベルの分類の適切性を検証しております。 

時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデ

ルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されて

いる評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の

妥当性を検証しております。 

 

(４) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明 

倒産確率 

倒産確率は、倒産事象が発生する可能性を示しており、過去の取引先の倒産実績をもとに算定

した推計値です。倒産確率の大幅な上昇（低下）は、時価の著しい下落（上昇）を生じさせます。 

倒産時の損失率 

倒産時の損失率は、倒産時において発生すると見込まれる損失の、債券又は貸出金の残高合計

に占める割合であります。倒産時の損失率の大幅な上昇（低下）は、時価の著しい下落（上昇）

を生じさせます。 

ボラティリティ 

ボラティリティは、インプットや市場価格が、一定期間が経過した後にどの程度変化すると予

想されるかを示す指標です。一般的に、ボラティリティの著しい上昇（低下）は、オプション価

格の著しい上昇（下落）を生じさせます。 



(有価証券関係) 

１. 満期保有目的の債券（２０２１年９月３０日現在） 

 種類 
中間連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

時 価 

（百万円） 

差 額 

（百万円） 

時価が中間連結 

貸借対照表計上額

を超えるもの 

国債 ― ― ― 

地方債 ― ― ― 

短期社債 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

 外国債券 ― ― ― 

 その他 ― ― ― 

小計 ― ― ― 

時価が中間連結 

貸借対照表計上額

を超えないもの 

国債 ― ― ― 

地方債 ― ― ― 

短期社債 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ５．０００ ４，９６０ △    ３９ 

 外国債券 ５，０００ ４，９６０ △    ３９ 

 その他 ― ― ― 

小計 ５，０００ ４，９６０ △    ３９ 

合  計 ５，０００ ４，９６０ △    ３９ 

 

 

２. その他有価証券（２０２１年９月３０日現在） 

 種類 
中間連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差 額 

（百万円） 

中間連結貸借 

対照表計上額が

取得原価を超え

るもの 

株式 ５４，１４６ ２０，９１９ ３３，２２６ 

債券 ３４８，８７７ ３４４，７９１ ４，０８６ 

 国債 ９８，０３３ ９６，０１６ ２，０１６ 

 地方債 １４２，０７７ １４１，４０４ ６７３ 

 短期社債 ― ― ― 

 社債 １０８，７６６ １０７，３７０ １，３９５ 

その他 １５６，６８０ １４８，４９９ ８，１８０ 

 外国債券 ９５，７５１ ９２，０１２ ３，７３９ 

 その他 ６０，９２８ ５６，４８７ ４，４４１ 

小計 ５５９，７０４ ５１４，２１０ ４５，４９３ 

中間連結貸借 

対照表計上額が

取得原価を超え

ないもの 

株式 １，７７３ １，９９４ △   ２２１ 

債券 １１６，８７０ １１７，５４６ △   ６７６ 

 国債 ５８，９２８ ５９，２９１ △   ３６３ 

 地方債 １９，６３７ １９，６８０ △    ４２ 

 短期社債 ― ― ― 

 社債 ３８，３０４ ３８，５７５ △   ２７０ 

その他 １２２，３９４ １２６，５５５ △ ４，１６０ 

 外国債券 ４８，９０１ ４９，７４５ △   ８４３ 

 その他 ７３，４９３ ７６，８０９ △ ３，３１６ 

小計 ２４１，０３８ ２４６，０９６ △ ５，０５７ 

合  計 ８００，７４３ ７６０，３０７ ４０，４３６ 

 



 

３．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価

証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認

められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額

を当中間連結会計期間の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。 

 当中間連結会計期間における減損処理額は、２百万円(株式)であります。 

 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。 

 時価のあるものについては、時価が取得原価に比べて、３０％以上下落したものを「著しく下落し

た」とし、そのうち５０％以上下落したものは原則全額、３０％以上５０％未満下落したものは、回

復可能性があると認められるもの以外について減損処理を行っております。市場価格のない株式につ

いては、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、原則実質価

額まで減損処理を行っております。 

 

 

(金銭の信託関係) 

該当ございません。 

 

 

(賃貸等不動産関係) 

該当ございません。 

 

 

(収益認識関係) 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報(自 ２０２１年４月１日 至 ２０２１年９月３０日) 

（単位：百万円）

 報告セグメント 
その他 合計 

 銀行業 リース業 計 

役務取引等収益      

預金・貸出業務 ２，０３０ ― ２，０３０ １ ２，０３１ 

為替業務 ９２９ ― ９２９ １ ９３１ 

証券関連業務 １，１８６ ― １，１８６ ― １，１８６ 

保護預り・貸金庫業務 １０１ ― １０１ ― １０１ 

代理業務 １，２１４ ― １，２１４ ― １，２１４ 

保証業務 ８１ ― ８１ ４０５ ４８７ 

その他経常収益 ４６ ２４６ ２９３ ４２９ ７２２ 

顧客との契約から生じる 

経常収益 
５，５９１ ２４６ ５，８３７ ８３７ ６，６７５ 

上記以外の経常収益 １９，５７２ ７，７６３ ２７，３３５ ６７ ２７，４０３ 

外部顧客に対する経常収益 ２５，１６３ ８，００９ ３３，１７３ ９０５ ３４，０７８ 

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメント等であり、クレジットカード業、

信用保証業を含んでおります。 

 

 

(１株当たり情報) 

１株当たりの純資産額                   １１，８６６円５６銭 

１株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額         １７６円７１銭 

潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額    ７０円８６銭 



(企業結合等関係) 

共通支配下の取引等 

１．企業結合の概要 

(１) 結合当事企業の名称及び事業の内容 

(吸収合併存続会社) 

名称：株式会社第三銀行 

事業の内容：銀行業 

(吸収合併消滅会社) 

名称：株式会社三重銀行 

事業の内容：銀行業 

(２) 企業結合日 

２０２１年５月１日 

(３) 企業結合の法的形式 

株式会社第三銀行を吸収合併存続会社、株式会社三重銀行を吸収合併消滅会社とする吸収合併 

(４) 結合後企業の名称 

株式会社三十三銀行 

(５) その他取引の概要に関する事項 

本件合併は、これまで培ってきた両行の「強み」を完全融合し、金融仲介機能を高度化させるこ

とで、より一層地域経済に貢献できる「質の高い地域№１銀行」を目指すとともに、合併シナジー

効果を最大限に発揮し、経営の効率化を図ることで、強固な経営基盤を構築することを目的として

おります。 

また、役職員が活躍できる機会の拡大を図ることで、一人ひとりのモチベーションを高めるとと

もに、新たな企業価値の創造と更なる成長を目指してまいります。 

 

２． 実施した会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第２１号 ２０１９年１月１６日）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第１０号 ２０１９年

１月１６日）に基づき、共通支配下の取引等として処理しております。 



(重要な後発事象) 

(連結子会社の合併) 

当行の連結子会社である三十三コンピューターサービス株式会社及び三重銀コンピュータサービス

株式会社は２０２１年１０月１日付で合併いたしました。 

 

１．取引の概要 

(１) 結合当事企業の名称及び事業の内容 

(吸収合併存続会社) 

名称：三十三コンピューターサービス株式会社 

事業の内容：システム運用の受託業務 

(吸収合併消滅会社) 

名称：三重銀コンピュータサービス株式会社 

事業の内容：システム運用の受託業務 

(２) 企業結合日 

 ２０２１年１０月１日  

(３) 企業結合の法的形式 

三十三コンピューターサービス株式会社を吸収合併存続会社、三重銀コンピュータサービス株式

会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併 

(４) 結合後企業の名称 

 三十三コンピューターサービス株式会社 

(５) その他取引の概要に関する事項 

グループ全体における経営資源の有効活用及び効率化・合理化を図り、経営基盤の強化を目的と

しております。 

 

２． 実施した会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第２１号 ２０１９年１月１６日）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第１０号 ２０１９年

１月１６日）に基づき、共通支配下の取引等として処理しております。 

 


